
 

２３京大施環化第４０号 

令和５年８月８日 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 

国立大学法人京都大学 

学長 湊 長博 

 

 

 

原子炉施設保安規定変更承認申請書 

 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第３７条第１項及び

第７６条の規定に基づき、原子炉施設保安規定の変更承認を別紙のとおり申請

します。  



 

別紙 

 

 

１．名称及び住所並びに代表者の氏名 

 

名    称：国立大学法人京都大学 

住    所：京都府京都市左京区吉田本町３６番地１ 

代表者の氏名：学長 湊 長博 

 

 

 

２．変更の内容 

 

京都大学複合原子力科学研究所原子炉施設保安規定の記載を別添の「京都大

学複合原子力科学研究所原子炉施設保安規定 変更比較表」の変更後の欄のとお

り変更する。ただし、下線は含まない。 

 

 

 

３．変更の理由 

 

(1) 長期施設管理方針の策定のため 

 

(2) 「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」の改正に

対応させるため 

 

(3) 記載の適正化のため 

 

 

 

４．附則 

 

この規定は、原子力規制委員会の承認日以降、学長が別に定める日から施行す

る。 

 

以上 
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「京都大学複合原子力科学研究所 原子炉施設保安規定」 変更比較表 

 

変更前 変更後 備考 

（運転従事者等の義務） 

第１６条  （略） 

２ 所員並びに研究炉及び臨界装置を実験に使用する者は、中央管理室長及

び核燃料管理室長が第８条第１項及び第９条第１項のそれぞれの業務に関

し行う指示に従わなければならない 

 

（運転従事者等の義務） 

第１６条  （同 左） 

２ 所員並びに研究炉及び臨界装置を実験に使用する者は、中央管理室長

及び核燃料管理室長が第８条第１項及び第９条第１項のそれぞれの業務

に関し行う指示に従わなければならない。 

記載の適正

化(句点の追

加) 

（運転の計画） 

第２０条 所長は、研究炉の１年間の運転計画（以下「年間運転計画」とい

う。）を年毎に又は年度毎にたて、これを周知させるものとする。 

２～６  （略） 

 

（運転の計画） 

第２０条 所長は、研究炉の１年間の運転計画（以下「年間運転計画」とい

う。）を年ごとに又は年度ごとにたて、これを周知させるものとする。 

２～６  （同 左） 

記載の適正

化（「毎」→

「ごと」） 

（運転の再開） 

第４０条 （略） 

２ 所長は、前項に規定する運転の再開を承認するに当たっては、研究炉主

任技術者から運転停止の原因が除かれ、及び研究炉が正常に復したことの

確認の報告を受け、中央管理室長及び関連する原子炉施設等の責任者から

当該施設等が正常に復したことの確認の報告を受け、かつ、関係方面との

協議を終えなければならない 

 

（運転の再開） 

第４０条 （同 左） 

２ 所長は、前項に規定する運転の再開を承認するに当たっては、研究炉主

任技術者から運転停止の原因が除かれ、及び研究炉が正常に復したこと

の確認の報告を受け、中央管理室長及び関連する原子炉施設等の責任者

から当該施設等が正常に復したことの確認の報告を受け、かつ、関係方面

との協議を終えなければならない。 

記載の適正

化(句点の追

加) 

第５節 研究炉の運転終了及び運転終了後の措置 第５節 研究炉の運転終了及び運転終了後の処置 記載の適正

化 

別添 
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（運転の計画） 

第５９条 所長は、臨界装置の１年間の利用計画（以下「年間利用計画」と

いう。）を年毎に又は年度毎にたて、これを周知させるものとする。 

２ 臨界装置部長は、前項に定める年間利用計画に基づき、臨界装置の運転

計画をたて、臨界装置に関しての保安の監督をする主任技術者（以下「臨

界装置主任技術者」という。）の承認を受けなければならない 

３～６ （略） 

 

（運転の計画） 

第５９条 所長は、臨界装置の１年間の利用計画（以下「年間利用計画」と

いう。）を年ごとに又は年度ごとにたて、これを周知させるものとする。 

２ 臨界装置部長は、前項に定める年間利用計画に基づき、臨界装置の運転

計画をたて、臨界装置に関しての保安の監督をする主任技術者（以下「臨

界装置主任技術者」という。）の承認を受けなければならない。 

３～６   （同 左） 

記載の適正

化（「毎」→

「ごと」及

び句点の追

加） 

（放射線管理部の業務） 

第１０３条 放射線管理部の業務の細目は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 人体の被ばく線量及び放射性物質による汚染（以下「汚染」という。）の

測定に関すること 

(2)～(4)   （略） 

(5) 外部放射線に係る線量率、水中及び空気中の放射性物質の濃度並びに放

射性物質の表面密度の監視並びに測定に関すること 

(6)～（14） 

２・３ 

 

（放射線管理部の業務） 

第１０３条 放射線管理部の業務の細目は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 人体の被ばく線量及び放射性物質による汚染（以下「汚染」という。）

の測定に関すること。 

(2)～(4)  （同 左） 

(5) 外部放射線に係る線量率、水中及び空気中の放射性物質の濃度並びに

放射性物質の表面密度の監視並びに測定に関すること。 

(6)～（14） 

２・３ 

記載の適正

化(句点の追

加) 

（管理区域） 

第１０４条  （略） 

２ 管理区域は、次の各号に掲げる施設とし、それぞれの位置及び設定の範

囲は、別図第２から第８－２までに示すとおりとする。 

(1)～(3)    （略） 

(4) ３０ｍ3タンク 

(5)～(15)  

３～５ 

（管理区域） 

第１０４条 （同 左） 

２ 管理区域は、次の各号に掲げる施設とし、それぞれの位置及び設定の範

囲は、別図第２から第８－２までに示すとおりとする。 

(1)～(3)   （同 左） 

(4) ３０ｍ３タンク 

(5)～(15)  

３～５ 

記載の適正

化（立方の３

を全角に変

更） 

（略） （同 左） 

（略） （同 左） 
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（監視の結果の報告及び異常の場合の処置） 

第１２０条 

２ 

３ 放射線管理部長は、第１項の監視の結果に異常を認めた場合には、応急

の処置をとるとともに、直ちに主任技術者、放射線取扱主任者及び中央管

理室長に報告し、その指示を受けなければならない｡ 

４ （略） 

 

（監視の結果の報告及び異常の場合の処置） 

第１２０条 

２ 

３ 放射線管理部長は、第１項の監視の結果に異常を認めた場合には、応急

の処置をとるとともに、直ちに主任技術者、放射線取扱主任者及び中央管

理室長に報告し、その指示を受けなければならない。 

４ （同 左） 

記載の適正

化（句点を半

角カナから

全角に変更） 

 

（教育訓練の実施方針） 

第１３０条 （略） 

２ 中央管理室長は、前項の教育訓練についての実施計画を年度毎に作成し

（以下「年度教育訓練実施計画」という。）、当該主任技術者がその内容を

精査したのち、所長の承認を受けなければならない。 

３・４   （略） 

 

（教育訓練の実施方針） 

第１３０条 （同 左） 

２ 中央管理室長は、前項の教育訓練についての実施計画を年度ごとに作

成し（以下「年度教育訓練実施計画」という。）、当該主任技術者がその内

容を精査したのち、所長の承認を受けなければならない。 

３・４   （同 左） 

記載の適正

化（「毎」→

「ごと」） 

（事故の報告及び応急措置） 

第１４４条 

２・３ 

４ 前項の報告を受けた学長は、事故が炉規則第１６の１４第１号から第１

２号までに定める事象である場合は、その状況及びそれに対する処置を１

０日以内に原子力規制委員会へ報告しなければならない。 

 

（事故の報告及び応急措置） 

第１４４条 

２・３ 

４ 前項の報告を受けた学長は、事故が炉規則第１６条の１４第１号から

第１２号までに定める事象である場合は、その状況及びそれに対する処

置を遅滞なく原子力規制委員会へ報告しなければならない。 

記載の適正

化（「条」の

追加） 

試験炉規則

の改正に伴

う変更 

 

（原子炉施設の定期的な評価及び経年劣化に関する技術的な評価の実施に

係る措置） 

第１５１条 所長は、炉規則第１４条の２及び第９条の２に基づき、次の各

号に掲げるところにより、原子炉施設に係る定期的な評価及び経年劣化に

（原子炉施設の定期的な評価及び経年劣化に関する技術的な評価の実施

に係る措置） 

第１５１条 所長は、炉規則第１４条の２及び第９条の２に基づき、次の各

号に掲げるところにより、原子炉施設に係る定期的な評価及び経年劣化

記載の適正

化（「毎」→

「ごと」） 

（同 左） （略） 

（略） （略） 
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関する技術的な評価を安全管理本部長に行わせなければならない。なお、

実施内容等については、次条で定める施設定期評価実施計画及び経年劣化

技術的評価実施計画に従い行うものとする。 

(1) 保安活動に関する評価 

イ 原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価について、平成１７

年２月１日までに行い、評価後、１０年を超えない期間毎に再評価を行

うこと。 

ロ 原子炉施設における保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評価

について、平成１７年２月１日までに行い、評価後、１０年を超えない

期間毎に再評価を行うこと。 

(2) 経年劣化に関する評価 

イ 平成１７年２月１日までに経年劣化に関する技術的な評価を行い、そ

の評価結果に基づき、１０年間に実施すべき当該原子炉施設についての

施設管理に関する方針（以下「長期施設管理方針」という。）を策定する

こと。 

ロ イの評価及び方針について、１０年を超えない期間毎に再評価を行い、

この再評価の結果に基づき、次の長期施設管理方針を策定すること。 

 

ハ    （略） 

 

に関する技術的な評価を安全管理本部長に行わせなければならない。な

お、実施内容等については、次条で定める施設定期評価実施計画及び経年

劣化技術的評価実施計画に従い行うものとする。 

(1) 保安活動に関する評価 

イ 原子炉施設における保安活動の実施の状況の評価について、平成１

７年２月１日までに行い、評価後、１０年を超えない期間ごとに再評価

を行うこと。 

ロ 原子炉施設における保安活動への最新の技術的知見の反映状況の評

価について、平成１７年２月１日までに行い、評価後、１０年を超えな

い期間ごとに再評価を行うこと。 

(2) 経年劣化に関する評価 

イ 平成１７年２月１日までに経年劣化に関する技術的な評価を行い、

その評価結果に基づき、１０年間に実施すべき当該原子炉施設につい

ての施設管理に関する方針（以下「長期施設管理方針」という。）を策

定すること。 

ロ イの評価及び方針について、１０年を超えない期間ごとに再評価を

行い、この再評価の結果に基づき、次の長期施設管理方針を策定するこ

と。 

ハ    （同 左） 

 

 

 （無し） 

（長期施設管理方針） 

第１５５条の２ 第１５１条第１項第２号に基づき策定する長期施設管理

方針は、別表第２４の２に示すものとする。 

 

長期施設管

理方針の条

項を新設 

（不適合管理） 

第１６３条 （略） 

（不適合管理） 

第１６３条 （同 左） 

記載の適正

化（句点の
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２～４   （略） 

５ 各部室長は、不適合事象及びその原因について品質保証責任者に報告し

なければならない 。 

６・７   （略） 

２～４   （同 左） 

５ 各部室長は、不適合事象及びその原因について品質保証責任者に報告

しなければならない。 

６・７   （同 左） 

前の不要な

半角スペー

スの除去） 

別表第２１ 品質マネジメントシステムに係る教育（第１３０条） 

 

 

 

別表第２１ 品質マネジメントシステムに係る教育（第１３０条） 

 

 

 

記載の適正

化（「品質保

証」→「品質

マネジメン

トシステ

ム」） 

 

（無し） 

 

 

 

別表第２４の２ 長期施設管理方針（第１５５条の２） 

 

原子炉名 長期施設管理方針 

（始期：2023 年 12 月 1日、適用期間：10年間） 

研究炉 炉心タンクの腐食については、直近に行った調査か

ら 10 年を超えない期間中に超音波を用いた調査の

実施計画を策定する。 

臨界装置 高経年化に関する評価の結果、高経年化対策として

充実すべき施設管理の項目はない。 

長期施設管

理方針の条

項の新設に

伴い新規追

加 

別表第３０ 研究炉に関する放射線管理の記録（第１６７条(6)） 別表第３０ 研究炉に関する放射線管理の記録（第１６７条(6)） 記載の適正
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【トの項目の最左欄】 

 

ト 放射線業務従事者の４月１日を始期とする１年間の線量、女子（妊娠不能

と診断された者および妊娠の意思のない旨を総長に書面で申し出た者を除

く。）の放射線業務従事者の４月１日、７月１日、10 月１日及び翌年１月１日

を始期とする各３月間の線量並びに本人の申出等により総長が妊娠の事実を

知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月 1 日

を始期とする 1月間の線量 

 

 

【トの項目の最左欄】 

 

ト 放射線業務従事者の４月１日を始期とする１年間の線量、女子（妊娠不

能と診断された者および妊娠の意思のない旨を学長に書面で申し出た者を

除く。）の放射線業務従事者の４月１日、７月１日、10月１日及び翌年１月

１日を始期とする各３月間の線量並びに本人の申出等により学長が妊娠の

事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間

毎月 1日を始期とする 1月間の線量 

 

化（「総長」

→「学長」） 

別表第３０ 研究炉に関する放射線管理の記録（第１６７条(6)） 

 

【トの項目の保存期間の欄】 

 

この記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存

している期間が 5 年を超えた場合において総長がその記録を原子力規制委員

会の指定する機関に引き渡すまでの期間 

 

別表第３０ 研究炉に関する放射線管理の記録（第１６７条(6)） 

 

【トの項目の保存期間の欄】 

 

この記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保

存している期間が 5 年を超えた場合において学長がその記録を原子力規制

委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間 

記載の適正

化（「総長」

→「学長」） 
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別図 

変更前 ／ 変更後 変更内容 

変 

更 

前 

別図第２ 管理区域の位置 

 

 

 

図面の修正 

（建物の追

加、削除

等） 

 

 

 

廃棄物処理棟

倉庫

図書棟

事務棟

臨界集合体棟

イノベーション

リサーチラボラトリ

中性子発生装置室

原子炉室スタック

研究棟

トレーサ棟高架水槽

坊主池

廃液タンク

２次冷却水冷却塔

２次冷却水プール

放射性廃水
排水管

ガンマ線

照射施設

原子炉応用

センター

中央観測所

研究員宿泊所

ガレージ

工作棟

浄水処理施設

職員宿舎

体育館

変電所

放射性廃棄物

処理場
管理区域

第1固形

廃棄物倉庫

原子炉棟

最終貯留槽

N

40tタンク

別
図
第

2
管
理
区

域
の

位
置第2固形

廃棄物倉庫
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変 

更 

後 

別図第２ 管理区域の位置 
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変 

更 

前 

別図第９ 保全区域 

 

 

図面の修正 

（建物の追

加、削除

等） 
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変 

更 

後 

別図第９ 保全区域 
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変 

更 

前 

別図第１０ 周辺監視区域 

 

 

図面の修正 

（建物の追

加、削除

等） 
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変 

更 

後 

別図第１０ 周辺監視区域 

 

 

 


